
別表１ 

 

清掃業務基準表 

 

清掃頻度等 清 掃 エ リ ア 

１ 日常 

 

 １階 

  風除室       ホール 

  廊下１       湯沸室 

  エレベーター    男子便所１ 

  女子便所１     多目的便所 

  階段 

 

 ２階 

  廊下２       エレベーター 

  男子便所２     女子便所２ 

  階段 

 

２ 週１回程度 

 

 １階 

  細菌食品室     暗室 

  検体受付室     洗浄・廃棄物保管室 

  前室１       前室２ 

  ＰＣＲ室      遺伝子前処理室 

  遺伝子試薬調整室  細菌水質室 

  細菌検便室     培地調整室 

  臭気判定等官能検査パネル室 

  臭気判定等官能検査準備室 

 

 ２階 

  原子吸光ＩＣＰ室  ＬＣ・ＬＣ－ＭＳ/ＭＳ室 

  ＧＣ室       ＧＣ－ＭＳ室 

  放射線前室     放射線検査室 

  脱衣室       シャワー室 

  環境試験室     冷蔵庫 

  天秤室       洗浄室 

  食品化学室     機器室 

  器具室２      前室３ 

 



３ 月１回程度 

 

  大型計量検査室    検査室 

  基準器室       更衣室 

  男子更衣室      女子更衣室 

  動物飼育室 

 

４ 適時 

１から３まで以外の屋内（３階への階段含む。事務

室除く） 

  屋外周辺（駐車場設置の監視カメラ清掃、敷地内の

除草含む） 

５ 

定期清掃 
10・11月中に１回 

（原則として閉庁

日※に実施） 

  事務室を含む、全てのエリアの清掃 

  耐薬品性ビニル床シート部分：ワックス剥離後ワッ

クスがけ 

  耐薬品性ビニル床シート以外のビニル床部分：洗浄

後ワックスがけ 

  窓ガラス清掃 

  外窓パネル（日よけ）１．９ｍ×３．２ｍ １枚 

            １．９ｍ×３．８ｍ １枚 

 その他 

・事務室においては、スクラバー方式等により実施することとし、ＯＡフロア

への水分の浸透を極力避けること。 

・外窓パネル（日よけ）においては、高圧洗浄車または手作業により実施する

こと。 

・各部屋等の面積については、平面図参照のこと。 

・適宜トイレットペーパー及び手洗用石鹸の補充を行うこと。 

・定期清掃において、汚れの状況等により他の方法による清掃等が望ましい場

合には、下関市と受託者の協議により実施方法を変更することができる。 

 

 

※閉庁日：土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に規定する休日及び１２月２９日から１月３日までの日 


